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    「燧あきの会」第３回年次総会・懇親会 

 

 

 

          ２０１７年１月１８日 １６：００～１９：００ 

          於 ホテルセンチュリー２１広島 ２階 

 

 

 

 

 

後列左より 戸田 43E、松下 43M、米田 55E、宇野 H20 電子、徳永 42E、村中 57M、 

守屋 45E、伊藤 59M、金井 59M、谷本 42M、尾崎 58M 

前列左より 細谷 42M、高橋 46M、松尾 48M、十亀 44M、得居 42M、 
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                           （合計 １５０分） 

 
新居浜高専同窓会 「燧あきの会」第３回総会・懇親会 

 
 

（日時） 平成２９年１月２８日（土） １６：００～１９：００ 
 

  
（場所） ホテルセンチュリー２１広島 

   

         
         

  
      式次第 

 
  

       
司会  守屋 和紀 

         

 
１、 年次総会 

      

  
「燧会中国支部・あきの会」 

 
得居 莞治 （１０分） 

  
   ＊会則および役員変更の承認 

   

  
   ＊活動報告 

     

  
   ＊会計報告 

  
（金井伸二） 

 

  
   ＊来賓の紹介 

    

  
   ＊新任の挨拶 

 
松尾 輝樹 （１０分） 

  
   ＊活動計画の承認 

    

  
   ＊予算 

  
（金井伸二） 

 
         

 
２、 来賓挨拶 

      

  
（１）「びんごの会」会長 

 
高橋 正美 （３分） 

  
   ＊出席者紹介含む 

    

         

  
（２）「燧会」会長 

  
十亀 忠雄 （３分） 

         

 
３、記念撮影 

   
松下 眞吾 （１０分） 

   （会場設定の関係から、最初に実施した） 

         

 
４、 懇親会 

     
（１００分） 

         

 
 ＊乾杯 「燧あきの会」副会長 

 
金井伸二 

 
         

 
 ＊懇親会の中で各自近況報告（２～3分程度） 全員 

  
         

 
５、 新居浜高専 校歌 斉唱 

 
松尾輝樹 （３分） 

         

 
６、 閉会の辞（三本〆） 

  
徳永 和敏 （１分） 
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＊出席者名簿 

 

 

＊テーブル配置 

 

 

＊写真撮影担当：松下眞吾 43M 
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「燧あきの会」第３回総会   ２０１７年１月２８日 於：ホテルセンチュリー２１広島 

 

                   議 事 

役員会での決議事項のうち、下記の３項目について皆様のご賛同を頂きたく思います。それぞれの項目

を説明いたしますので、ご賛同頂きましたら、挙手をお願いします。 

 

１． 会則の一部変更について（別添の「燧あきの会」会則を参照） 

１４年度期中において、下記２点の運営上の不合理が出て参りました。 

ついては、期中での役員会で協議の結果、会則の一部を改訂し運用することに致しました。 

① 第４条、「役員の選任」に関して 

＊役員の改選は「燧会」の役員改選と同一年度としました。 

＊中国支部「顧問」の委嘱の項を抹消しました。 

 ２０１５年末に、高齢を理由にした青野先生の辞退申し入れをお受けしました。 

＊「企業担当幹事」と「相談役」の人数に関しては、状況に応じて適宜選任出来るように「若干         

名」としました。 

  ②第５条、「総会・懇親会」の開催時期について、２年毎の役員改選の年度末に変更しました。 

  ③第９条。本会の運営を円滑にするために、役員会が適宜「通則」を定めて運用ことが出来ること

を追記しました。 

 

２． １７・１８年度役員について 

これから２年間は、添付の役員名簿（案）の方々に、活動推進をお願いします。 

 

３．１５年・１６年度会計報告と１７年度活動計画について 

活動計画・実績の概要は添付資料の通りです。 

１７年度の計画は、都度役員会等で煮詰めて参りますが、皆さんのご意見をメイル等で連絡頂くと

幸いです。 

会計報告を金井さんから、またその監査を松下さんからお願いします。 

 

 

以上の項目ついて皆様の賛同を頂きました。これにて総会での議事を終わり、進行を新会長の松尾輝樹

さんに引き継ぎます。 
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                      「 燧あきの会 」会則                                               

第一章 総  則 

第１条 

本会は、「燧あきの会」と称し、新居浜高専同窓会である「燧会」の中国支部広島県西部地区の分会とい

う位置づけとし、事務所を会長宅とする。 

 

第２条 

本会は、当該地区の燧会会員相互の交流と親和を図り、他地区分会、中国支部及び本部と連携し、もっ

て燧会の活性化に寄与することを目的とする。 

 

第二章 会  員 

第３条   

本会は、次の会員をもって組織する。 

新居浜工業高等専門学校の卒業生及び在学した者で、広島市及びその周辺地域に在住もしくは勤務して

いる者。 

 

第三章 役  員 

第４条 

本会には次の役員を置く。 

一 会長       （１名） 本会を統括し、燧会本部・支部と連携する。 

                本会の活動及び運営の為、適宜役員会を招集する。 

二 副会長      （２名） 会長を補佐する 

三 企業担当幹事   （若干名） 現役世代として、異業種交流を中心に会務を遂行する。 

四 会計監査担当幹事 （１名） 会計を監査する。 

五 会計担当幹事   （１名） 会計を担当する。 

六 庶務担当幹事   （１名） 会の運営及び事務全般を担当する。 

七 相談役      （若干名） 会長が指名し、適宜本会運営の助言を行う。 

八 燧会理事     （１名） １期(２年)毎の輪番制で、各地区分会が選任し、中国支部を代表して 

                燧会本部との調整を行う。 

                本会の担当年度においては、上記役員の中から役員会にて選任する。 

役員は、会員相互の推薦により選出し、任期は２年とする。 但し、再任は妨げない。 

また、期中に於いて欠員が出た場合には、役員会の協議で新規選任あるいは他の役員が兼務することで

補充するものとし、その任期は前任者の残り期間とする。 

尚、役員改選は「燧会」の役員改選年度と同一年度とする。 

 

第四章 事業活動 

第５条 

本会は、役員改選の年度末（１２月あるいは翌年１月頃）に総会・懇親会を開催する。 
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第６条 

適宜、役員会・懇親会を開催する。 

これ等の開催案内は、会員及び他地区分会にメール通知し、自由な参加を促すとともに、相互交流の場

を提供するものとする。 他支部等の燧会会員に対してもオープンとし、ビジターの参加を歓迎する。 

 

第五章 会 計 

第７条  

本会の運営は、燧会本部よりの交付金（当初２年間）、寄付金及び年会費等の収入をもって充てる。 

年会費は１，０００円とし、毎年１２月末までに別途指示する方法にて納付するものとする。 

 

第８条 

本会の会計年度の期日は１月１日から１２月３１日までとする。 

 

第六章 雑 則 

第９条 

本会運営上で、円滑な運用を図るための詳細規定が必要な場合は、役員会が適宜「通則」を定めて運用

することが出来る。 

尚、本会則の変更は、役員会で決議し、会員の賛同を得るものとする。 

 

附則  

この会則は２０１３年１０月１９日から施行する。       ：施行 

 

＜改定経緯の記録＞ 

 改定-0 ２０１３年１０月１９日 発足総会に於いて。参加者全員に承認された。 

 改定-1 ２０１４年０６月２９日 役員会に於いて、会計年度の期日変更及び役員欠員の対処方法を決

めた。 

 改定-2 ２０１６年０１月２４日 役員会に於いて、下記の改定を決めた。 

① 役員改選は「燧会」の役員改選と同一年度とする。 

② 総会の開催を２年毎の役員改選の年度末とする。 

③ 第４条７項に有った、中国支部「顧問」の委嘱を抹消する。 

 改定-3 ２０１６年１０月２２日 役員会に於いて、下記の改定を決めた。 

① 役員の内「企業担当幹事」及び「相談役」の人数は、状況変化

に適応して「若干名」とすることにした。 

② 役員会が適宜「通則」を定めることが出来る様、第９条に明記

することにした。 
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「燧あきの会」運営の通則 

 

            支部支援費の処理について 

                                No.   通則 16-02 

                                作成 0 2016 年 10 月 22 日 

                                修正 

 

「燧会」において添付の「支部活動支援規定」が作成され、2013 年 5 月 24 日から施行されたことを受

けて、中国支部分会の「燧あきの会」は、その処理に関して通則として下記の通り定める。 

   

記 

１． 支部設立の支援費 

「燧会」の、この規定は 2015 年 5 月 24 日施工となっているが、「中国支部」が立ち上がった 2013

年当時に、暫定的に「燧会」会長通達の形で「中国支部」が 21 名以上の支部として 100,000 円/年

ｘ2 年間の支援を受けた。「燧びんごの会」と協議し、当時中国支部代表理事を選任していた「燧び

んごの会」が全額入金した上で、2 分の１を「燧あきの会」へ送金して貰う会計処理をした。 

今後、類似の「燧会」からの入金が有る場合は、「中国支部」代表理事を選任している分会を窓口

にして会計処理することを規定しておく。 

 

２． 総会および理事会への出席支援費 

 総会および理事会への出席の支援費は、代表理事を選任している分会が入金するものとする。 

出席者は、別途規定の通則 16-01 にもとづき、旅費精算するものとする。 

 

３．各支援費は、会則第 7 条に規定する「燧会本部よりの交付金」の収入として会計処理する。 

 

  

以上 
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｢燧あきの会｣第 3 回年次総会 

  新会長着任の挨拶 

                            「燧あきの会」会長 松尾輝樹 

只今、次期あきの会会長の御指名を頂きました松尾輝樹です。昭和 43 年入学し、機械工学科を昭

和 48 年に卒業しました 7 期生で御座います。優秀なご先輩方の後を受けた私は非常に凡愚で皆様に

は大変ご迷惑をお掛けすることと思いますが、精一杯頑張って参りまいる所存ですのでどうかご指

導、ご鞭撻をいただいて職務を全うしようと決意しております。 

どうか宜しくお願い致します。 

 私は元々、広島県の中学校を卒業し、海を渡って新居浜高専にお世話になった変わり者で御座い

ます。就職も半分、郷里に戻るつもりで呉市にある小さな会社に就職しました。丁度、優秀な先輩

達のお陰で引っ張りだこといった評価の高い、就職では黄金の時代から突然の第一次オイルショッ

クとなり、広島に帰るといっても求人を出している会社が突然ゼロに近い状況になったもので、雇

ってくれるだけでも感謝しようと広造機（現在の新日本造機）という会社に就職し、定年まで勤め

させていただきました。先輩や後輩とは縁がないと、思い込んでいましたので定年を迎える年にな

るまで高専の卒業生との交流など思いも寄りません。ところが、私は高専時代にワンダーフォーゲ

ル部に在籍していましたので友人が福山の JFE（日本鋼管）関係に居て定年を前にしたある時、福

山での懇親会の誘いに参加したところ“燧あきの会”を立ち上げていただいた得居前会長、守屋さ

んとの出会いがあり、“燧あきの会”発足に立ち会うことになりました。 

 社会の中での高専卒業生の活躍は誰もが認識されていると思います。私も仕事で客先の技術者と

接触するなかで実質的に責任をもって対応してくれる優秀な相手が高専出身者であったり、中には

我が母校の後輩だったりなど、多くの経験から高専出身者が社会の中核の一つを確かに担っている

と実感します。 

 社会の中でバラバラに活躍されている我が母校の闘士達が有意義に交流し、親交を深めることが

できる気楽な場が存在することは、今後、非常に重要かつ有意義なことだと今になって実感してい

ます。 

 私自身、社会で実務に追われている日々から、我が母校を訪ねたり、恩師に教えを請いに出かけ

たりすることは思いも寄らないことでありました。そうした意味で生活の場の近い処に卒業生との

交流の場があり、相談や将来の夢を語りあえる機会があることは非常に大事であると考えておりま

す。 

 今後、この”燧あきの会“がどのような活動を行えば皆さんのお役に立てる存在になるか、皆様と

もよく相談しながら、高専にはすばらしい同窓会という存在があるから、高専に進学したい、させ

たいと言われる大事な存在に成長し、拡大して行けるようにしたいと決意しております。 

 第 3 回総会を迎えるまでの本会発足から運営にご尽力いただいた得居前会長、庶務や財政的な援

助、事務作業をして下さった守屋幹事のご功労に深く感謝申し上げ、今後も多大なる応援をお願い

することになるのが、大変に心苦しいのですがどうか宜しくお願い致します。 

 本日はお忙しいところ皆様にご参集いただき有難うございます。只今からの忌憚のない歓談が有

意義に進みますことを念願し、着任の挨拶とさせて頂きます。 
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                   写真集 

 

＊新会長 松尾さんの挨拶 

 

       

 次の総会にはテーブルの数を倍増すると強い決意を表明されました。 

 

＊来賓の祝辞 

 

  

 びんごの会 高橋会長               燧会 十亀会長 

 

燧会十亀会長とびんごの会高橋会長が、遠路はるばる馳せ参じてくれました。 

それぞれの会の近況報告とともに、支部活動の活性化に関するヒントを貰った次第です。 
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＊懇親会 

 

 「燧あきの会」副会長 金井伸二さんの発声

で、 ”乾杯！！“ 

  少人数なので、全員の近況報告「３分間スピ

ーチ」を予定していました。３分間ではとても

納まらず、最低５分間の熱弁で、みなさん元気

な姿を見せてくれました。 

 

 

 

 

           

  金井さんはマツダ（株）に勤務する「燧あき

の会」現役組です。マツダ（株）には２０人程

の本校卒業生が居ます。将来、この人達が支部

活動を盛り上げてくれることを期待しています。 

   

 

 

 

 

           

          トップバッターは今回参加の最若手、宇野友基さん H20 電子 
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               伊藤 晃さん（初参加）59M 

 

          

           村中 利光さん 57M 以上４名がマツダ（株）勤務 

          

           紅一点、米田 珠美さん 55E 電気工学科女性１号 
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              尾崎 雅紀さん 58M ２回目の参加です 

          

          谷本 光正さん 42M 現役で、フルマラソンランナー 

          

 守屋 和紀さん 45E 従業員 70 名のコンサル会社の現役社長 
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  徳永 和敏さん 42E 高陽東高（甲子園出場の経験あり）野球部初代監督 

  

         松下 眞吾さん 43M 日本にいる 240 種の蝶を撮影しています 

          

得居 莞治さん 42M 初めての出版本（２冊）を PR 中 
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            戸田 政義さん 43E 「びんごの会」前会長 

          

            細谷 一夫さん 42M 「びんごの会」初代会長 

          

        全員で校歌を斉唱 

 



23 

 

 

 

＊閉会 

 徳永さんの一本締めで散会となりました。 

 

      

 

予定時間を１５分程オーバーして、実に愉快な会合が終わりました。 

 

会場で配布された資料の中に、守屋さんが山本一力という作家の記事の切り抜きを入れてくれておりま

した。その中に、帝国ホテルの小林哲也社長から教わったという箴言（しんげん）が紹介されていまし

た。 

  「小人（しょうじん）は縁（えにし）に気づかず。中人（ちゅうじん）は縁を生かせず。 

   大人（たいじん）は袖（そで）すり合う縁でも縁とする」 

 

 そして、氏は「自分でテンションを高めて目を見開き、ちゃんと心を開いていたら、気がつかなかっ

た縁がいっぱい見えてくると思うよ。・・・袖をすり合う縁でも縁とすることができる人は、チャンスに

も恵まれ、物事がどんどんいいほうに展開していくのではないかな」と激励している。 

 

今後も活動計画書の中に記入している役員会・懇親会などにも案内を出しますので、ぜひ参加して積

極的に情報交換して下さい。 

                              ２０１７年２月１０日 

                               得居莞治（42M）記 


